
区障がい者相談支援センターの自己評価シート 資料３－３

昨　年　度

障がい名 実施曜日 実施時間
肢体不自由 月曜日～金曜日まで予約制、

当日予約可。土曜は事前予約のみ視覚

昨　年　度

常勤職員 非常勤職員
専任 兼務 専任 兼務

2 人 3 人 2 人

昨　年　度

月曜　常勤職員２名　非常勤職員３名
火曜　常勤職員２名　非常勤職員３名
水曜　常勤職員２名　非常勤職員３名
木曜　常勤職員２名　非常勤職員４名
金曜　常勤職員２名　非常勤職員４名

大阪市東住吉区西今川２－３－８

０６－６７６０－２６７１

０６－６７６０－２６７２

月曜日～金曜日　土曜日は事前予約のみ

９時００分～１７時３０分　時間外は事前予約のみ

なし

障害者活動センター「赤おに」
障害者活動センター「青おに」
ヘルプセンターすてっぷ
共同生活介護「リオ」

当法人では、２０年以上前から、重度身体障害者にとって、親がかりの生活か親が死んだら施設へ入るしかない
という二者択一しかないため、親が元気なうちに地域で自立生活を送れるように、ステップの場として大阪市で
初めての重度身体障害者グループホームを立ち上げた。日中活動の場、グループホーム、ヘルパー派遣など重度
障害者が地域で自立生活を送る上で必要なことを作り上げてきた経験を生かし、一人の障害者が親元や施設を出
て自立生活を送りたいと思ったときや、自立生活を始めた後も相談者の生活をトータルにサポートできるよう各
事業所と連携をとって支援を行っている。また、当事業所では自立生活のモデルとなる当事者スタッフが主と
なって運営しており、あくまでも当事者の立場に立った支援を目指し、自立生活の実現に力を入れている。
ピアカウンセリングも常時実施している。
　また、誰もが使いやすい街づくりを当事者の立場から調査したり、課題や解決法を提言したりも行なってい
る。障害者が喫茶店で入店拒否を受けたり、障害児が普通学校でひどい対応をうけたり、美容院で車いすでの入
店を拒否されたりなどの人権侵害に対しても、間に入って解決できるようにしている。

昨　年　度

50 ㎡ □　専用 ■　共用
11 ㎡ ■　専用 □　共用
37 ㎡ ■　専用 □　共用

月曜日～金曜日まで予約制、
当日予約可。土曜は事前予約のみ

変更又は改善内容

特定非営利活動法人　ちゅうぶ

大阪市東住吉区田辺５－５－２０

東住吉区障がい者相談支援センター

50 ㎡ ■　専用 □　共用

■　専用 □　共用
11 ㎡ ■　専用 □　共用
80 ㎡

今　年　度(26年度）

3 人 2 人

障害者活動センター「赤おに」
障害者活動センター「青おに」
ヘルプセンターすてっぷ
共同生活援助「リオ」

今　年　度

今　年　度

常勤職員 非常勤職員
専任 兼務 専任 兼務

3 人

昨　年　度
特定非営利活動法人中部障害者解放センター

大阪市東住吉区西今川２－３－７

東住吉区障害者相談支援センター　　　

今　年　度

月曜　常勤職員３名　非常勤職員２名
火曜　常勤職員３名　非常勤職員４名
水曜　常勤職員３名　非常勤職員２名
木曜　常勤職員３名　非常勤職員４名
金曜　常勤職員３名　非常勤職員４名

今　年　度

事業所所在地

法人名称
法人所在地

事務室

事業所名

事業所の特長

相談室

事業所名称

電話番号
ファックス

０　相談支援事業所の概要
０－１　実施状況について

０－２　事務室等について

０－３　職員の状況

東住吉区障がい者相談支援センター

実施曜日
実施時間

同一場所で実施し
ているその他の事
業

実施法人で実施し
ているその他の事
業

障がい名 実施曜日 実施時間
肢体不自由

その他

０－４　職員の勤務体制

０－５　ピアカウンセリングの実施状況
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区障がい者相談支援センターの自己評価シート 資料３－３

変更又は改善内容事業所名 東住吉区障がい者相談支援センター

昨　年　度
当センターの母体である特定非営利活動法人中部障害者解放センターは、１９８４年に大阪市東住吉
区に設立された。以降、大阪市内初の重度身体障害者グループホームの設立を果たし、現在日中活動
である生活介護２箇所、重度身体障害者グループホーム１箇所、介護派遣事業所１か所を運営し、全
面介護が必要な重度障害者の自立生活の支援に取り組んできている。

そうした地域での自立生活支援の実績を基に、さらにより多くの障害者市民の自立生活をサポートす
るために１９９８年自立生活センター・ナビを設立し、市町村障害者生活支援事業を受託した。２０
１２年４月から大阪市による公募選定を経て東住吉区障害者相談支援センターの委託を受け事業運営
を行っている。

東住吉区は、市内で障害者数が多い西成区と比べても地域での社会資源数は多いが、社会参加等、生
活の質の観点から見ると不十分なケースもある。また、大阪発達総合医療センターという医療機関も
あり、周辺には医療センターに通う為、東住吉区内に移住してくる障害者の家族も多い。

私たちは、自立支援のサービス事業所にかかわっていない障害者を見つける努力をし、地域での生活
を支え、自立と社会参加を基本に置き、どんなに重度の障害をもっていても自己決定できるように支
援していきたい。
当相談支援センターが区内の社会資源のネットワークを作り、中核的な役割を担いたい。障害当事者
の視点に立ちながら、区内の社会資源や指定相談支援事業所で行われているケアマネジメント業務の
推進や指導を行なって行きたい。

また、虐待防止についても、区役所と連携しながら具体的に対応していき、必要な支援を受けられる
ようにしていきたい。虐待をさせないための方策として、ニーズの掘り起こしに努め、サービス利用
につなげていくようにしたい。

また、権利擁護においても、金銭管理だけではなく、相談者と同じ立場に立つ障害当事者のピア・カ
ウンセラーが相談者に寄り添って、合理的配慮がないなどの、社会的な差別に対しても、解決してい
きたいと考えている。

１－０　理念・基本方針 今　年　度１　事業運営全般
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区障がい者相談支援センターの自己評価シート 資料３－３

変更又は改善内容事業所名 東住吉区障がい者相談支援センター

3

運営委員会の場では、中長期的な課題については文章化しているが、すぐには取り組めない
こともあり、細かい計画については年度ごとに留まっている。

4

年間1回、地域の福祉関係者や学識経験者で構成する運営委員会を開き、年間計画や事業計
画を出し、検討し、計画を策定している。

4

年間１回、地域の福祉関係者や学識経験者で構成する運営委員会を開き、年間総括や事業評
価を出し、検討している。

4

年間１回、地域の福祉関係者や学識経験者で構成する運営委員会を開き、年間総括と事業評
価を出し、意見を頂き、次期計画に反映している。

昨　年　度
評価点 評価の詳細（上段：自己評価の詳細、下段：今後の取り組み）

d
事業の評価の結果は、次期
計画に反映している。

１－１－①　事業運営の評価

a

中・長期的な計画を踏まえ
た年度ごとの事業計画を策
定している。

事業の理念・基本方針を実
現するための具体的な取組
みを示す中・長期的な計画
が定められている。

c

中･長期計画、年度ごとの事
業計画に基づき事業を実施
し、その結果を評価してい
る。

b

１－１　運営体制
評価点 評価の詳細（上段：自己評価の詳細の変更点、下段：今後の取組みの改善点及び次年度の取組み）

今　年　度
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区障がい者相談支援センターの自己評価シート 資料３－３

変更又は改善内容事業所名 東住吉区障がい者相談支援センター
昨　年　度

評価点 評価の詳細（上段：自己評価の詳細、下段：今後の取り組み）

4

重複障害の場合、得てして家族の意向が前面に出て、本人はほとんどしゃべらないと言う場
合がある。その場合は家族と本人を切り離して、じっくり本人の気持ちを確認し、家族に対
しても本人とは別に話をするようにし、家族の理解を得ながら本人が主体的に自己決定でき
るようにしている。又、言葉では理解できなくて自己決定できない場合は、体験の場を設け
ている。

b

障がいに応じたコミュニ
ケーション手段を保障して
いる。

a

必要な情報を理解できるよ
うに提供するとともに、体
験、経験する機会を設ける
など利用者が主体的に自己
決定するための条件整備に
努めている。

１－２－②　エンパワメントの重視

a

相談支援を進めるにあたっ
ては、常に利用者のエンパ
ワメントが図られるよう努
めている。

5

個別の自立生活プログラム、ピア・カウンセリングを行い、エンパワメントが図られる様に
取り組んでいる。又、相談の中でも積極的にロールプレイなどの手法を用い、相談者本人が
自己主張をうまくできるようにサポートしている。体験宿泊を通じて自立のイメージ付けや
経験を積む場を提供し、エンパワメントにつなげている。すべてをこちら側が支援するので
はなく、相談者自身が自己決定したり、役割を持ってもらったりしてエンパワーメントが図
られるよう努めている。

4

知的障害、重複障害、聴覚障害の方の利用の際は、手話での対応を始め、絵を描いたり文字
にしたり、わかりやすい言葉での言い換え、YES NOの合図を決めるなど、自己決定できるよ
う努めている。

評価点 評価の詳細（上段：自己評価の詳細、下段：今後の取り組み）

評価の詳細（上段：自己評価の詳細の変更点、下段：今後の取組みの改善点及び次年度の取組み）

評価点 評価の詳細（上段：自己評価の詳細の変更点、下段：今後の取組みの改善点及び次年度の取組み）

今　年　度
評価点１－２－①　自己決定の尊重

１－２　適切な相談支援の実施
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区障がい者相談支援センターの自己評価シート 資料３－３

変更又は改善内容事業所名 東住吉区障がい者相談支援センター

b

一度の面接では意思確認等
が困難であるような、著し
く意思伝達に制限のある人
の場合、日常的な関わりを
通じて、その人固有のコ
ミュニケーション手段やサ
インの発見と確認を心がけ
ている。

１－２－③　コミュニケーションに関する配慮

意思伝達に制限のある人の場
合、他機関職員との連携や、
本人が信頼できる知人、代弁
者、手話通訳者等を受け入れ
るなど、コミュニケーション
を行う環境に配慮して、その
人の意思や希望をできるだけ
正しく理解しようと努力して
いる。

意思伝達に制限のある人の
場合、手話や点字、筆談、
映像を利用するなど、その
人に合った個別のコミュニ
ケーション手段を検討し、
それに基づく対応を行って
いる。

評価点

c

a

評価点 評価の詳細（上段：自己評価の詳細、下段：今後の取り組み）

4

継続相談の利用者には、肢体不自由と聴覚障害と言語障害の重複障害の人がいて、こちらからは手話でコミュ
ニケーションをとるが、手話の読み取りが得意ではなく、かつ言葉の語彙数に制限があるため、本人の生活状
況を常に関係機関職員と連携をとって把握した上で、手話と筆談を使って1回2時間以上かけて話を聞いたりし
たりしている。また、知的障害と肢体不自由の重複や発達障害と肢体不自由の重複の人もいて、二重三重の確
認をしても伝わっていなかったりすることが多々あり、本人といろいろな工夫をして時間をかけてコミュニ
ケーションをとると同時に、本人のニーズや意見を連携している他機関にも伝える工夫を行なっている。

4

普段通っている日中活動の場に同行したり、定期的に家庭訪問したり、こちらのプログラム
や企画に参加してもらったりして積極的に関わって、本人とコミュニケーションがとれるよ
うに努めている。

5

必要な人は常に行なっている。

評価の詳細（上段：自己評価の詳細の変更点、下段：今後の取組みの改善点及び次年度の取組み）
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区障がい者相談支援センターの自己評価シート 資料３－３

変更又は改善内容事業所名 東住吉区障がい者相談支援センター
評価点 評価の詳細（上段：自己評価の詳細、下段：今後の取り組み）

4

常に努めている。

5

手動車いす使用者から、10年以上利用してきた美容院から入店拒否を受けたと相談があった。チェー
ン店だったため各店舗の対応調査・本社との電話でのやりとり・大阪府人権協会や法務局人権相談窓
口、弁護士などの専門機関の連絡調整、相談を行った。本社との話し合いは実現できなかったが最終
的には新聞報道と障がい者差別解消法の成立を通して、これまで通り入店が認められるようになっ
た。
駅の無人化によって利用する際に必要な支援が受けられなくなり、駅を安全に利用できないという相
談に対し、他団体と連携し、鉄道沿線に住む地域住民への啓発活動、電鉄会社や無人駅のある市町村
への改善要望書を提出した。

5

区役所虐待担当者と連携をとって、一緒に確認のために動いたり、防止のために分担
して動くなど、必要に応じて適切な対応を行っている。とりわけ防止に向けて、必要
なサービスを入れながら、本人や関係者を交えた話し合いを定期的に開いたり、本人
のエンパワメントに取り組むことを継続して行っている。

虐待が危惧される場合は、
関係行政機関と連携し適切
な対応を行っている。

１－２－④　権利擁護

5

a

評価点

相談支援を進めるにあたっ
ては、常に利用者の立場を
擁護し、ニーズ表明を支
援・代弁することにより、
問題解決力や様々な支援を
活用する力を高めていける
ような支援に努めている。

b

人権侵害が発生した場合に
はその解決のために積極的
に対処している。

c

評価の詳細（上段：自己評価の詳細の変更点、下段：今後の取組みの改善点及び次年度の取組み）

簡易電動車いす利用者の方から、飲食店（喫茶店）で入店拒否に遭ったとの相談があった。
「店内に空きがあったにも関わらず入店を断られた」とのこと。本人から状況や店員とのや
り取りについて聞き取り、後日相談員が実際に店に行き、店主と話をした。車いすの客が来
ることが少ないため、どう対応してよいかわからず、入れるスペースもないと判断して断っ
たことがわかった。今後の車いすの方に対する対応・留意して欲しいことを店側に伝え、そ
の間のやり取りを相談者に伝えた。
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区障がい者相談支援センターの自己評価シート 資料３－３

変更又は改善内容事業所名 東住吉区障がい者相談支援センター

5

相談支援部会には、新たな指定相談支援事業所の参加も増え、子ども部会の立ち上げ
で、サービス事業所だけでなく、学校や保育所関係とも連携が深まっている。相談支
援を通じて、区内の包括センターや社会貢献事業、就業・生活支援センターや発達障
がい者支援センター、子育て支援室や子ども相談センターなど、協働する関係機関は
増えて行っている。

評価点 評価の詳細（上段：自己評価の詳細、下段：今後の取り組み）

4

自立支援協議会で他機関や他事業所が関わる障害者の課題をケース検討を通じて把握してい
る。また月１回、区役所から支給決定の状況を聞き、計画相談の状況把握に努めている。

3

自立支援協議会の運営に積極的にかかわり、把握するように努めている。また、東住吉区社
協が主催する東住吉社会福祉施設連絡会が主催する会議や研修会には、積極的に参加をして
ニーズ把握に努めている。

昨　年　度
評価点 評価の詳細（上段：自己評価の詳細、下段：今後の取り組み）

5

区の自立支援協議会の事務局を担い、委員長を行なっている。相談支援部会や、日中
活動連絡会、派遣事業所連絡会、区民を対象にした相談会の実施やセミナーの開催な
どを積極的に行なっている。２０１３年度からは、子ども部会も立ち上げ、区内の障
がい児を支援している事業所や学校などのネットワーク作りに力を入れている。

１－３－①　他の関係機関との連携
区の自立支援協議会の事務局を担い、委員長を行なっている。相談支援部会や、子ど
も部会、日中活動連絡会、派遣事業所連絡会、区民を対象にした相談会の実施など、
積極的に取り組んでいる。また、今年度から、地域住民や区内の障がい者（児）とそ
の家族や関係者を対象に、とんフェス（東住吉障がい者自立支援フェスティバル）と
いう企画を行った。

評価点 評価の詳細（上段：自己評価の詳細の変更点、下段：今後の取組みの改善点及び次年度の取組み）

今　年　度
評価点 評価の詳細（上段：自己評価の詳細の変更点、下段：今後の取組みの改善点及び次年度の取組み）

相談支援部会には、新たな指定相談支援事業所の参加も増え、子ども部会の立ち上げ
で、サービス事業所だけでなく、学校や保育所関係とも連携が深まっている。相談支
援を通じて、区内の包括センターや社会貢献事業、就業・生活支援センターや発達障
がい者支援センター、子育て支援室や子ども相談センターなど、協働する関係機関は
増えて行っている。ハローワークとも協働連携が行われるようになった。

5

5

a

区センターは、自立支援協議会に積極的に参画し、ネットワーク作りを進めるととも
に、区の課題を明らかにする役割もある。区地域支援調整チーム代業者会議は区長を
座長として、３月に再スタートした。区センター管理者が参加した。自立支援協議会
が、改めて区の障がい者部門の実務者会議となり、課題を代表者会議にあげ、代表者
会議から区政会議や市に報告する仕組みになった。

自立支援協議会の運営に積極的にかかわり、把握するように努めている。また、東住
吉区社協が主催する東住吉社会福祉施設連絡会や研修会には、積極的に参加をして
ニーズ把握に努めている。子ども部会の開催により、区内の保育園・幼稚園・小学
校・中学校とのかかわりができ、ニーズの把握ができやすくなった。

相談者に限らず、地域の障
がい者を取り巻く状況や課
題はおおむね把握できてい
る。

b

障がい者支援機関のみなら
ず地域の福祉・労働・教
育・保健医療機関と定期的
な会議を開催する等によっ
て、ニーズの把握に努めて
いる。

5

a

担当区域の地域自立支援協
議会に積極的に参加し、
様々な取組みを提案するな
ど、協議会の活性化に努め
ている。

１－３－②　地域の障がい者の状況把握

協働する関係機関や関係団
体等が増え、連携が深まっ
ている。

b

１－３　地域・他機関との交流・連携

4
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区障がい者相談支援センターの自己評価シート 資料３－３

変更又は改善内容事業所名 東住吉区障がい者相談支援センター

4

自立支援協議会で圏域の事業所とネットワークを作っていてそれによってアウトリーチ活動
に取り組めている。またセミナーを年１回開催し、区相談支援センターを知ってもらい、地
域での生活に必要な情報提供を行い、継続的な相談につなげている。又、区民フェスティバ
ルや区役所内での相談コーナーを開催した。

評価点 評価の詳細（上段：自己評価の詳細、下段：今後の取り組み）

5

自立支援協議会や個別相談を通じて、ヘルパー派遣事業所や日中活動の事業所、専門相談機
関に関しては把握している。

自立支援協議会で子ども部会が立ち上がり、区内の保育園・幼稚園・小学校・中学
校・特別支援学校とのネットワークができつつあり、情報は収集しやすくなった。ま
た、ハローワークとは、就業・生活支援センターを通じて、情報を収集している。

次年度からは、自立支援協議会の中でこども部会を立ち上げる予定で、学校園とのネット
ワークができるので、学校園の情報は収集できる見込みである。

3

民生委員、地域ネットワーク委員、ボランティア団体との繋がりは弱いが、社協とは連携で
きている。

5

当事者スタッフが常に把握するようにしている。

評価点 評価の詳細（上段：自己評価の詳細の変更点、下段：今後の取組みの改善点及び次年度の取組み）

c

d

サービス提供事業所や専門
相談機関を把握している。

学校園・ハローワークなど
関連機関の情報を収集して
いる。

民生委員、地域ネットワー
ク委員、ボランティア団体
などを把握している。

a

アウトリーチ活動に取り組
むことにより、ニーズの把
握に努めている。

１－３－③　地域の社会資源の把握

3

ハローワークなどの情報は、必要に応じてしか取り組めていないが、学校園につて
は、子ども部会の立ち上げを機にネットワークを広げることができ始めている。

4

c

駅や図書館、スポーツセン
ターなどの公共施設や、金
融機関や飲食店、商店など
の民間施設、障がい者用ト
イレやエレベーター等の設
備の情報を収集している。

b
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区障がい者相談支援センターの自己評価シート 資料３－３

変更又は改善内容事業所名 東住吉区障がい者相談支援センター

4

市の「介護のあり方検討会」に参加し、現在の介護制度の課題を改善に向けて討議した。相
談支援部会が主催し指定相談支援事業所を増やすための取り組みを行った。

評価点 評価の詳細（上段：自己評価の詳細、下段：今後の取り組み）

4

家族支援が必要なケースや触法障害者の地域での生活支援など、専門機関や他機関と日常的
に連携をとりながら、長期にわたっての支援が必要なケースにも対応している。また、サー
ビスにつなげることが必要と思われるが、本人のニーズと合わなくてなかなかサービスにつ
ながらず解決に到っていないが、相談を継続して解決の糸口を見つけようとしている。

評価点 評価の詳細（上段：自己評価の詳細、下段：今後の取り組み）

4

リーフレットの設置や、広報誌を区役所や関係団体に配り、窓口においてもらっている。ま
た、東住吉区自立支援協議会での取り組みとして、区民フェスティバルで相談支援事業所と
自立支援協議会について区民に広く知ってもらうための相談コーナーを企画した。その他と
しては、立て看板を出したり、区相談支援センターのホームページを作ったりしている。

4

自立支援協議会でのセミナーの開催や広報誌の発行を行っている

評価点

a

b

地域住民との交流や講演会
の開催等を通じて、障がい
者が地域で共に生きていく
意義をはじめ、啓発的活動
に積極的に取り組んでい
る。

評価点

多問題を抱えた事例や、問
題が長期にわたって継続
し、解決の糸口を見つける
ことが困難な事例など支援
困難事例への対応を積極的
に行っている。

評価の詳細（上段：自己評価の詳細の変更点、下段：今後の取組みの改善点及び次年度の取組み）

評価点 評価の詳細（上段：自己評価の詳細、下段：今後の取り組み）

5

評価点 評価の詳細（上段：自己評価の詳細の変更点、下段：今後の取組みの改善点及び次年度の取組み）

障がい者の自立生活を当事者へのインタビューにより紹介する広報誌の発行を行って
おり、公共機関に配架している。
自立支援協議会主催で、地域住民や区内障がい者とその家族や関係者対象に、とん
フェスという企画を開催した。地域の障がい者の事をあまり知らない区民に対し、関
わりやすい形で、障がい者の生活について知ってもらおうと言う目的でおこなった。

評価の詳細（上段：自己評価の詳細の変更点、下段：今後の取組みの改善点及び次年度の取組み）１－３－④　社会資源の改善・開発に向けた取組み

既存のサービスの活用だけ
ではなく、既存の社会資源
の「改善」や新たな社会資
源の「開発」に向けて取り
組んだ。

a

a

１－３－⑤　支援困難事例への積極的な対応

１－３－⑥　地域住民への周知・啓発的活動の実施

障がい者相談支援センター
は、自らの役割について地
域住民に対して積極的な周
知を図っている。
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区障がい者相談支援センターの自己評価シート 資料３－３

変更又は改善内容事業所名 東住吉区障がい者相談支援センター

①  機関誌ナビゲーションを年３回１２００部発行している。地域での自立生
活をイメージするために、先輩障がい者へのインタビューや、エンパワメント
を高めるための取り組み（自立生活プログラム）の記事を掲載し、自立生活の
啓蒙を行っている。
②  大学生に対して、障がい者の置かれている状況や自立についての考え方、
地域での生活を紹介するため、大学での講師活動を始め、障がい者との交流会
を学内で開催している。
③ 団体職員への研修、重度訪問介護従業者に対しての研修、交通事業者に対し
ての研修、議員への啓発活動、基幹相談支援センター主催の相談支援専門員に
向けた研修や大阪府相談支援専門員初任者研修、専門相談研修のファシリテー
ターなどの講師活動を積極的に行っている。
④ 自立生活セミナーを年１回開催している。今年度も自立支援協議会主催とい
う形で開催。今年度のテーマは「障がい者虐待防止法と成年後見制度」であ
る。
⑤ 自立に向けての集団プログラムを一人ひとりのニーズに応じて取り組んでい
る。プログラムには親と同居で生活している障がい者３～４人が参加。「生
活」「外出」をテーマに全４回のプログラムを２回行い、自分自身現在の生活
について考えたり、今までやったことのないことに挑戦することで楽しみなが
ら経験を得てもらうことができた。今後もテーマを変えて継続する予定であ
る。
⑥ 自立に向けた個別プログラムを一人ひとりのニーズに応じて取組んでいる。
20代知的・肢体の重複障がい者は施設での生活だったために外泊経験がまった
くなく、１人で寝ることへの不安解消、１人暮らしのイメージ付けのため自立
体験室を活用した外泊体験プログラムを行った。また高齢の親と生活している
50代前半知的・肢体の重複障がい者に対しては、定期的な生活相談を通して関
係性を築きながら、日中活動先の見学や自宅トイレの改修、近い将来１人暮ら
しへ移行していくことを見据えて相談を継続している。30代前半知的・肢体の
重複障がい者は、プログラムを始めて2年越しで9月に一人暮らしを始めること
ができた。その後も定期的に生活相談を行い、頻発する生活トラブルに対応し
ながら様々な支援を継続している。
⑦ 自立体験室を利用して、介護を付けながら宿泊を伴う自立体験の取り組みを
行っている。どのような生活をしたいか、そのためにどんな介護がどれだけ必
要かを一緒に相談しながら考え、先輩障がい者からの話を聞いてイメージをつ
け、予定（買い物や日中活動への参加など）を組み、行ったあとは振り返りを
行い、次回の自立体験につなげていく。日数は１泊から、一人ひとりの状況や
目的によって、泊数や内容を変えて行う。自立の大変さだけでなく、自分で考
えて決めて生活することの楽しさや喜びを知ってもらうことを、大きな目的に
している。
⑧ 交通機関の職員研修に講師派遣をしている。交通アクセスに関する催しに積
極的に参加している。関西の鉄道・バス事業者が集まる研修会において車いす
を利用する方への接遇・介護を行う際の留意点を講演、電車やバスを使っての
実技研修に協力している。
⑨ 見学・研修の受け入れを行っている。大学の社会福祉現場実習先として学生
や様々な団体を受け入れ、相談支援や自立支援、ピアカウンセリングの手法や
意義などを伝えている。
⑩ 障がい者団体とのネットワーク作りを行っている。東住吉区内に止まらず、
大阪市内、大阪府下、全国レベルでのネットワークがあり、常に連携の取れる
状態を維持している。

昨　年　度

①  機関誌ナビゲーションを年３回１２００部発行している。地域での自立生
活をイメージするために、先輩障がい者へのインタビューや、エンパワメント
を高めるための取り組み（自立生活プログラム）の記事を掲載し、自立生活の
啓蒙を行っている。

②  大学生に対して、障がい者の置かれている状況や自立についての考え方、
地域での生活を紹介するため、大学での講師活動を行なっている。

③ 団体職員への研修、重度訪問介護従業者に対しての研修、地域の介護保険ケ
アマネージャー対象の研修、大阪市就業生活支援センター職員研修、基幹相談
支援センター主催の相談支援専門員に向けた研修、大阪府相談支援専門員初任
者研修、現任者研修、専門相談研修のファシリテーターなどの講師活動を積極
的に行っている。

④障がい者の地域生活の様子等をより多くの人たちに知ってもらうために東住
吉区障がい者自立支援フェスティバル（東住吉区自立支援協議会主催）を開
催。身体、知的、精神の障がい当事者と支援者に地域生活の様子を発表をして
もらった。その他、日中活動、相談、子どもの各部会で分担して日中活動説明
会や相談コーナー、キッズゲームコーナー等を実施し126名の参加があった。

⑤ 自立に向けての集団プログラムを一人ひとりのニーズに応じて取り組んでい
る。プログラムには親と同居で生活している障がい者３人が参加。「料理」
「外泊」をテーマにプログラムを２回行い、他の参加者と相談しながら料理を
作ったり、自宅以外の場所で宿泊し今までやったことのないことに挑戦するこ
とで楽しみながら経験を得てもらうことができた。今後もテーマを変えて継続
していく予定である。

⑥ 自立に向けた個別プログラムを一人ひとりのニーズに応じて取組んでいる。
20代身体、知的の重複障がい者はヘルパーの使い方や生活上のトラブルについ
ての定期相談、また高齢の親と生活している50代前半知的・肢体の重複障がい
者に対しては、毎週金曜に定期相談・2ヶ月に1回担当者会議を行い、日々の生
活や母親の状態について情報共有を図っている。30代前半知的・肢体の重複障
がい者は、一人暮らしを始めた。その後も定期的に生活相談を行い様々な支援
を継続している。

⑦見学・研修の受け入れを行っている。大学の社会福祉現場実習先として学生
や様々な団体を受け入れ、相談支援や自立支援、ピアカウンセリングの手法や
意義などを伝えている。

⑧ 障がい者団体とのネットワーク作りを行っている。東住吉区内に止まらず、
大阪市内、大阪府下、全国レベルでのネットワークがあり、常に連携の取れる
状態を維持している。

今　年　度１－４　その他の取組み

10



区障がい者相談支援センターの自己評価シート 資料３－３

変更又は改善内容事業所名 東住吉区障がい者相談支援センター

来所相談 電話相談 訪問相談 その他 合計

195 件 998 件 153 件 0 件 1346 件

1 5 711 6 723 378 263 35 5 1404

1 4 681 4 690 322 229 24 2 1267

0 0 6 0 6 6 18 1 4 35

0 0 6 0 6 6 15 0 1 28

0 0 1 0 1 2 0 0 0 3

0 0 1 0 1 2 0 0 0 3

0 0 1 0 1 35 11 0 0 47

0 0 1 0 1 31 10 0 0 42

0 0 10 0 10 0 0 0 0 10

0 0 7 0 7 0 0 0 0 7

0 0 38 0 38 78 9 1 0 126

0 0 36 0 36 73 7 1 0 117

0 3 91 1 95 152 111 12 1 371

0 3 83 0 86 127 98 8 1 320

1 2 564 5 572 105 114 21 0 812

1 1 547 4 553 83 99 15 0 750

17 人 6 人 19 人 13 人 55 人

平成25年度

身体障がい 知的障
がい

精神障
がい

重複障
がい

その他 計
視覚 聴覚 肢体 内部 計

14 10 14 10

0 0 0 0

35 74 46 63

身体障がい 知的障がい 精神障がい 重複障がい等 計

1 1 1 1

16 19 17 18

3 19 5 17

1 19 8 12

1 7 2 6

平成25年度

前年度末の登録者数 当年度新規登録者数 当年度登録解除者数 当年度末登録者数

1 0 1 0

0 3 2 1

14 15 13 16

118 件

0 3

5

1

来所相談 電話相談 その他

3 件1238 件

訪問相談

143 件

640 0 20 0 20 19 21 4 0

20 人

合計

10 111

平成26年度

内部

71

13 18

47

平成26年度

0 0

2 16

0

計

17

610

0 0 10 1

0

計身体障がい

1502 件

7

0

12 6

31

4 27

2

肢体
知的障
がい

精神障
がい

15

798

知的障がい 精神障がい

213

25

74

3

913

720

8 1 9

0 21

それ以
外

455 3 474 174 98

34

重複障
がい

身体障がい

計視覚

重複障がい等

52 27 8

6 8 77 3 94 254

聴覚

16 人 63 人14 人 13 人

210

0

福祉サービスの利用援助

②相談の実施方法

1

30

12

1

当年度新規登録者数

1 1

1 2

0 98

0

43 9

14 136 52

39

5 473 6 498

12 4

10 100 7 124 284 2487

7

4 6

0 1 0

0 43 24 7 0

0

83

0 0 4 0 4 0 0 7

0 0 4 0 4 0 0

1 2 5

6

1833

4

21 17 609 16 663 573 447 108

16

0

10

0 0

00 1 0 2

8

3 3 4

0

24

0 0

42

21 0

1 0

19 25 6 0

②指定特定相談支援を実施した実人数

合　　　計

障がい児

①継続的な委託相談支援を行った実人数（指定相談支援を除く）

権利擁護のために必要な援助

うち、継続的な支援対象者の件数

社会資源を活用するための支援

身体障がい

２－２　相談支援内容

うち、継続的な支援対象者の件数

0

363

3

91

0

605

0 2

3

3

難病・その他

重複障がい

うち、継続的な支援対象者の件数

①延べ相談件数

聴　　覚

障がい種別

計

２　日々の相談支援業務

肢　　体

内　　部

知的障がい

精神障がい

その他

うち、継続的な支援対象者の件数

10

うち、継続的な支援対象者の件数

合計

0 0 1

2

専門機関の紹介

うち、継続的な支援対象者の件数

ピアカウンセリング

うち、継続的な支援対象者の件数

２－１　継続支援対象者数

うち、継続的な支援対象者の件数

視　　覚

社会性活力を高めるための支援

0 0

11

1 22

前年度末の登録者数

18

21

0

4939 157618 13 565

6

22

2

0 3

当年度登録解除者数 当年度末登録者数

0

11



区障がい者相談支援センターの自己評価シート 資料３－３

変更又は改善内容事業所名 東住吉区障がい者相談支援センター
平成25年度

区センターも2年目になり、相談件数も増えている。委託相談だけではなく、指定特定相談支
援事業所が少ないため、計画相談も昨年度の2倍弱に上る。ネットワークが広がり、知名度が
上がるにつれて、当然ながら紹介されて相談に来るケースが増えている。区役所からの紹介は
9人、病院から退院に向けての相談は7人、関係機関からの紹介は23人に上る。区内の事業所の
後方支援的な相談も57件あった。

10月からは、計画相談支援は、本人から直接依頼されるケースはなくなり、ナビで計画相談を
契約するケースは区役所から依頼のあるような困難ケースか、事業所選定時に区内事業所にお
願いできなかったケースに絞られている。

1年目は精神障がい者の相談支援のノウハウに乏しく、勉強会を行った。2年目となった2013年
度は、精神障がい者からの相談もあるが、軽度知的障がい者への支援や家族支援で困難なケー
スが増えている。
軽度知的障がいの場合、様々な生活場面で理解が不十分なため、怖い思いやつらい思いを経験
していることが多い。そのため二次障がいとしての精神科通院を必要とする人も少なくない。
また、子どもの時には知的障がいとされておらず、20歳や40歳を過ぎてから療育手帳を取得す
る人も多い。それまで困難な中でもなんとか生活している経験を持っているので、必要と思う
サービスを入れようとするだけではなかなか生活が改善されない。長いスパンの中で関わりな
がら見ていく必要がある。しかし、小さな子どもがいたり、詐欺に目をつけられていたり、体
調がよくなかったりと、本人の意思と関係なく支援者が子どもや本人を守ることを優先せざる
を得ないこともあった。

子どもがいる精神障がい者の相談支援は9件、子どもがいる知的障がい者の相談支援は4件であ
る。いずれも区役所の子育て支援室や子ども相談センター（児童相談所）が関わっている。施
設に措置入所になる子どもがいたり、ＤＶ や虐待もからんでいるので、連携が必要であり、
区役所から直接依頼が来る。

また、重度の障がい者の親亡き後は依然として問題であり、複雑化している。親子で生活して
いるが、親（８０代）が認知症になり、子ども（と言っても５０代）の世話ができなくなって
きているケースの相談が２件あった。たが、親子とも同居を強く望むために、包括やケアマ
ネージャーや福祉サービス事業所や訪問看護などと一緒に定期的なケア会議をもち、成年後見
の手続きを始め生活全般の支援を連携しながら進めている。身体障がいがあり、精神や知的の
重複がある障がい者は、一人暮らしになると、１ヶ月２００時間や３００時間を越える介護時
間になるため、１事業所では足りず、複数の事業所や複数のサービスを利用するため、毎月の
時間管理や予定の調整を始めとする多岐にわたる支援が必要である。連絡調整だけでなく、生
活上のこまごましたことやいろいろな悩みやトラブルを一緒に解決する役割も必要である。

地域移行支援から初めて地域定着支援をスタートさせた。２５年度の地域定着支援の契約者は
３人で、小さな子どもを育てている知的障がい者が子育てがしんどくなったり、どうしてよい
かわからないときにも対応している。

また、大和川の増水による避難勧告が今年度初めて出され、障がい者の災害時の避難方法や対
応について、早急に対策を立てないといけないことを痛感した。各地域レベルで避難訓練や要
援護者名簿作成を行っているところもあるが、あくまでも高齢者向けなので、今後はこちらか
ら声をかけていき、一緒に災害対策をたてていくようにしたい。

この2年間で、地域での様々な課題が見え、1事業所や団体だけでは抱えきれず、関係機関が
ネットワークを作って連携して支援することの大切さが身にしみてわかったように思う。とり
わけ、区の自立支援協議会を通じて、ネットワークを広げることができ、豊富な経験をもつ人
たちからの助言を頂きながら、支援者を増やすことができ、ますます地域の障がい者の支援に
役立っていると感じる。

平成26年度
　委託業務については、毎年、これまでなかったような相談ケースが入ってきて、改めてさま
ざまなニーズのある障がい者が地域にいることを感じさせられる。これまで、肢体不自由中心
で自立取り組みを進めてきたナビが、区センターになって3年目で、精神障がいや知的障が
い、発達障がい、家族支援など、さまざまなケースの相談に力不足ながらも対応している。
ネットワークが広がり、知名度も上がってきて、紹介されて相談に来るケースが増えている。

 一方で、20年間どこにも通わず2～3年前から家から出してもらえなくなり、歩けなくなった
ために家族が相談してきた知的障がい者のケースや、これまで適切な支援をしなかったために
家族が介護できなくなった重度知的のケース、知的と精神の重複で地域での生活は困難と医者
に判断されるなど、残念ながら施設入所や長期入院を余儀なくされたケースが3件あった。社
会資源の不足、支援力不足で、ナビとしては連絡調整しかできず、今後の大きな課題である。

　また、筋ジスで重度化したため、家族の意向で、家から全く出られなくなり、福祉サービス
も一切受けさせてもらえず、親が死んで療養型病棟に５年入院していて、たまたま計画相談が
ついて、ケアホームの希望が出たケースもある。このケースは、自立プログラムにつなげ、体
験宿泊を重ねて自立につなげて行きたい。

　これだけ、福祉サービスが以前に比べて増えてきたにも関わらず、どのサービスにもつな
がっていない人たちがまだまだいることがわかり、家族の人たちへの情報提供や啓発が今後の
課題である。

　中軽度の知的障がい者で生育環境がよくなかったゆえの困難さを抱えているケースも増えて
きている。支援の必要性があるのだが本人が自分の課題をきちんと認識できないため、さみし
くて周りの人に利用されたり、自分の欲求に流されたりして、生活が乱れ、生活費が足りなく
なるなど、綱渡りの生活をおくっている。長い時間をかけて信頼関係を作り、楽しみや希望を
一緒に見つけていく必要がある。

　また、ケアホームや通勤寮から突然退所を迫られた知的障がいのケースや児童の入所施設か
ら退所するにあたり、グループホームを探してほしいという依頼もある。今後グループホーム
が増えていく一方で、支援の質を向上しなければ対応が困難な事例が増えると予想される。し
かし、まだまだグループホームは足りず、空き情報が出てもすぐに埋まってしまう。

　さらに、中途障がいで、高次脳機能障がいと身体障がいもある障がい者が、入所訓練施設を
退所するにあたり、支援が必要なケースは地域移行支援で取り組んでいる。高次脳の障がい者
の地域移行は府立も市立も入所訓練施設は期限が決まっているため、帰る家のない人について
の相談がある。

　住宅を一緒に探した支援は、昨年度は３件である（知的、精神、発達）。

　一方で、計画相談については、昨年度から選定リストからはずしてもらったことで、区役所
から困難ケースとして計画相談を依頼されるケース（虐待・ＤＶ・子育て）、他の相談支援事
業所でうまく進まなかったケース、施設入所中のケースとかなり限定したことが原因となり、
新規契約としては少なくなっている。また、緊急対応が必要なケースについては、地域定着支
援をつけて、対応している。

　困難ケースについては、ナビや担当者だけではなく区役所を始め関係機関やサービス事業所
などに協力してもらい、支援を分散させることによって、本人にとってよい支援ができること
がわかり、チームで取り組んでいく必要性・重要性を改めて感じることができた。これは、自
立支援協議会を通じて顔が見える関係ができ、役所や関係機関との連携がスムーズにできるよ
うになったことが、背景としてとても大きい。

２－３　日々の相談件数の分析
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区障がい者相談支援センターの自己評価シート 資料３－３

変更又は改善内容事業所名 東住吉区障がい者相談支援センター

0 円

53,882 円 リース料

298,251 円

502,290 円 備品費、新聞図書費

860,108 円 活動費、会議費、保険料、修繕費、研修費、交際費等

17,250,141 円

2,321,295 円

0 円

0 円

0 円

55,498 円

38,158 円

254,934 円

252,356 円

その他 その他

平成25年度

金　　額 内　　訳

16,674,000 円

0 円

576,141 円 本部補填

17,250,141 円

平成25年度

金　　額 内　　訳

病気・けが等の発生

家主 精神症状の悪化

近隣 日常生活上のアクシデント

警察・消防 家事・災害等

医療機関 近隣からのクレーム

1 件 1 人

0 人

0 人

0 人

2 件 17 人 0 件

時間帯別 平日・休日別

平成２５年度

入居斡旋件数 登録者数 緊急対応件数

1 件 16 人

0 円

174,792 円

379,686 円

1,210,119 円

2,102,862 円

2,022,232 円

活動費、会議費、保険料、修繕費、研修費、交際費等

797,656 円 本部補填

17,521,656 円

0 円

49,571 円 リース料

15,499,424 円

109,557 円

近隣 日常生活上のアクシデント

624,918 円

金　　額

登録者数

備品費、新聞図書費

0 円

内　　訳

362,904 円

6,088 円

25,496 円

0 円

12,186,443 円

警察・消防 家事・災害等

夜間出動 休日出動

3 件 18 人 0 件

289,220 円

平成26年度

入居斡旋件数

17,521,656 円

16 人

時間帯別 平日・休日別

日中出動 平日出動

平成26年度

その他 その他

金　　額 内　　訳

16,724,000 円

医療機関 近隣からのクレーム

家主 精神症状の悪化

1 件 1 人

0 件

緊急対応件数

1 件 1 人

1 件

平成26年度

出動要請者 出動内容

本人 病気・けが等の発生

合　　計 0 件 合　　計

報酬

賃金

物件費

1,301,869 円

1,915,889 円

②緊急対応の内訳

難病・その他

計

重複障がい

夜間出動 休日出動

日中出動 平日出動

合　　計 0 件 合　　計 0 件

出動要請者 出動内容

その他

２－５　業務委託料の収支精算について

②歳出

その他

合　　計

①歳入

科　　目

預金利子

業務委託料

本人

常勤職員人件費

人件費

科　　目

14,928,846 円

11,711,088 円

２－４　住宅入居等支援事業の実施状況

光熱水費

通信運搬費

手数料

印刷製本費

使用料

その他

筆耕翻訳料

消耗品費

合　　計

不動産賃借料

備品購入費

5,818 円

報償費

非常勤職員人件費

①実施状況

身体障がい

知的障がい

精神障がい
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区障がい者相談支援センターの自己評価シート 資料３－３

変更又は改善内容事業所名 東住吉区障がい者相談支援センター

昨　年　度

別紙添付

別紙添付

３　区における地域課題について

今　年　度区における全般的な課題についての現
状認識及びその解決・改善に向けた提
案・提言など
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区障がい者相談支援センターの自己評価シート 資料３－３

変更又は改善内容事業所名 東住吉区障がい者相談支援センター

昨　年　度

平成26年11月27日

０　相談支援事業所の概要

出席者からの意見

報告日

４－１　区地域自立支援協議会での報告

今　年　度

４　自己評価を終えて

平成27年11月13日
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区障がい者相談支援センターの自己評価シート 資料３－３

変更又は改善内容事業所名 東住吉区障がい者相談支援センター

１　事業運営全般

・地域の障がい者の状況把握のところで、社会的入院の障がい者の把握も地域
課題の一つとして、状況把握していく必要がある。協議会として、地域移行の
部会を検討して行ってほしい。
・社会的にも成熟して、福祉サービスも充実していると思うが、入店拒否の話
を聞いて、啓発に関してはまだまだ課題があると思った。
・「障がい者」を書くときに、「児」を入れるかどうかを統一したほうがよ
い。

・少ない予算の中で頑張ってくれている。
・こちらの相談は施設入所希望の人が多く、重度の行動障がいの人が多い。し
かしつなげていく所がない。児童の入所施設は加齢児もいる。家では親も限界
でどこかないかという相談が多い。だから、「残念ながら施設入所や長期入院
を余儀なくされた」という書き方はひっかかる。施設解体論だけではなく、一
人ひとりのニーズを見極めていく必要があるのではないか。

・区センターとして自立支援協議会の運営は活発に行われている。本会議の参画や部会は、民
間事業所ががんばっているが、本会議の参画や新たな事業所の参画をどうステップアップさせ
るか、協議会のレベルをどう考えていくかがが課題。
・東住吉区は区センターが委員長をやって、うまく回っていると思う。とんフェスなどみんな
が集まる場を企画している。今後もがんばってほしい。
・日中活動連絡会は、準備会を手伝ってくれる人をつのって、年３回の取り組みをおこなって
いるが、担当者に負担がかかり、準備会への参加が難しい。担当者も辞めたり異動したりで、
毎回同じメンバーが集まって案の広がりもない。日中活動説明会も、どうアナウンスしたらた
くさんの人に集まってもらえるか考えていきたい。
・協議会の構成メンバーを変えたほうがよい。金太郎飴になっている。また、この資料も「昨
年度」「今年度」ではなく、後で見たときにいつのかわかるように「何年度」と書いてほし
い。
・区の虐待担当者の人数が少ないので、区の貧弱な部分もカバーしてもらってありがたい。協
議会の組織構成については、教育や医療機関も入ってもらわないといけない。地域支援システ
ムが再稼動になるので、自立支援協議会の組織構成も本格的に考えていく必要がある。
・ネットワーク作りは、ずいぶん進んできた。行政としても顔の見える関係なので、話がしや
すい。
・区役所だが、障がい者虐待の部分は、すぐに動いてもらって無理を言ってお世話になってい
る。去年は子供部会立ち上げ、今年は○○と、熱意がすごく感じられる。東住吉区の地域支援
システムも今年度中に代表者会議的なものを立ち上げるので、引き続きよろしくお願いした
い。
・東住吉区社会福祉協議会では、７月１日にボランティア市民活動センターを立ち上げた。登
録するボランティアはこれからだが、今まで以上に広報に力を入れていきたい。ボランティア
にもさまざまな場所で活躍してもらえるように、協力してほしい。
・就業・生活支援センターだが、本会議に出席して顔の見える関係になり、困ったときに聞け
るので、ありがたい。ハローワークについてだが、協議会としてハローワークにつながるのは
どんなときか？文の里のハローワークの相談援助部門の統括者は、フットワークが軽いから相
談にのってくれる。ハローワークに何を求めるのか？そこがはっきりすれば、協議会にも参加
してもらえる。

・相談ケースが増えている。あんしんサポートも件数が増えている。虐待ケー
スも相談を受けるが、あんしんサポートが金銭管理をしても阻止できない。本
人が脅されて怖がって出してくれというと、出さざるを得ない。どこで後見人
につなげるか悩む場面がある。

２　日々の相談支援業務
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区障がい者相談支援センターの自己評価シート 資料３－３

変更又は改善内容事業所名 東住吉区障がい者相談支援センター

３　区における地域課題について

・区全体の課題は、区社会福祉協議会の課題とかぶるものがある。福祉サービ
スが使えるようになるまでの間にボランティアに協力してもらえないかという
相談が結構ある。区社会福祉協議会でも支援できる体制作りを進めたい。
・課題を振りかえってみて、本当に解決に向けて、一歩一歩だなと感じた。計
画相談の事業所がたくさんあるが、どこもいっぱいだったり、精神障がい者へ
の理解が難しくて、対応でもめたりする相談がある。マネジメント支援が必要
だなと感じる。
・福祉サービスの申請からのタイムラグについては、家族に負担がかかってし
まっている。タイムリーで必要なサービスが入れたらよいと思う。
・区役所で酒害教室と精神の方のグループワークをやっているが、思うほど新
規の利用者の数が伸びない。もっと周知が必要だと思っている。困っている方
の家族や病院からの相談は多い。
・サービスにつながっていない人への支援について、虐待ケースでもサービス
につながっていない人が多いが、どうサービス利用を知ってもらうか、すごく
大きな問題。また、災害時の計画の配慮も大きな課題。市全体としてやってい
かないといけないと感じた。
・高齢と障がいを比べると、高齢は誰でもなるから身近に感じることができる
けど、障がいは自分に関係ないという意識が背景にあるのではないかと感じ
た。

・精神の地域移行支援について。退院促進のときは心の健康センターと地域活
動センターが一緒に掘り起こしを行ってきたが、地域移行になってからは、
ケースが上がってこない。東住吉区で入院している人が帰るためのしくみや啓
発を区センターとどう一緒にとりくむかが課題。
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変更又は改善内容事業所名 東住吉区障がい者相談支援センター

４－２　一連の自己評価のプロセスを終えて

　振り返ってみて、一歩ずつ一歩ずつの歩みだと、改めて感じた。全体の課題
は、１年や２年で解決したり大きく進むことは難しいが、課題を共有できる人
たちを増やして行きたい。
　意見にも出ていたように、社会的入院で今後地域移行を進める必要のある精
神障がい者の状況把握は、まったくできていない。また、親が急に倒れたとき
に、利用できるようなショートステイやグループホームなどの社会資源も足り
ないために、地域移行がなかなか進まない現実があるし、介護している家族が
限界に近く、施設入所を望んでいる現実もある。お題目ではなく、区内でどれ
だけの人が地域移行を必要としているのか、どれだけの人がどのようなニーズ
があるのかを把握して、地域課題として、出していく必要がある。
　地域移行については、昨年度も意見が出ていたのにも関わらず、進められて
いなかった。来年度は状況を把握するところからでもスタートさせていけたら
と思う。
　また、障がい者用トイレやエレベーターの設置などの情報収集については、
今後は障がい者差別解消法の施行に伴って、啓発も含めて地域の障がい当事者
が中心になって取り組んでいけたらベストだと思う。来年度すぐにできるかど
うかわからないが、地域の障がい当事者の声が反映できるしくみも作っていく
必要があると感じている。
　まだまだ力量不足だし、区センターだけでは到底できないことだらけだが、
今後も多くの関係機関や事業所の方々のご協力をいただきながら、一歩一歩前
に進めて行きたいと思う。

今　年　度昨　年　度

　１年前の取り組みの評価のため、資料を手繰り寄せながら振り返りを行っ
た。改めて、２年前よりは、１年前、そして１年前よりは今年度のほうが・・
と、ネットワークが広がり、取り組みも広がり、相談件数も増えてきていると
感じられた。
　ナビが弱いのは、就労やハローワークとのネットワークづくりと、民生委員
や地域ネットワーク委員など、地域で取り組んでおられる人たちとのネット
ワーク作りであることが改めてわかったように思う。就労に関しては、どうし
ても相談にこられる層が重度の方が多いため、日中活動や介護の方に目がむい
てしまいがちである。しかし就労の可能性がある人には、生活の安定が進んで
きたら、日中活動で終わるのではなく就労につなげ、福祉の現場だけで完結さ
せないように意識を持っていきたいと思う。
　地域のネットワーク委員や民生委員から包括に相談があり、包括から区セン
ターに上がってくるケースが増えている。まだまだたくさんの支援につながっ
ていない障がい者がいる。今後防災とりくみを機に、さらに連携を強め、ニー
ズの把握に努めていきたい。
　相談件数は年々増えていくが、これ以上職員の数は増やすことができない。
相談を受けて、福祉サービスを利用して改善や安定ができるめどがたてば、計
画相談を行う相談支援事業所につなげたい。そのためには、指定相談事業所が
もっともっと増えることが必要である。今年は事業所をふやすためのとりくみ
はまだできていないが、今後も増やす取り組みや後方支援は力を入れていきた
い。
　区でまとめた課題を市にあげていくルートがなくなっていたが、東住吉区で
は、来年度から地域支援システムが再稼動し、代表者会議から課題を市に挙げ
ていくルートができそうである。それができれば、市に報告や提言ができるよ
うなるだけではなく、ネットワークもさらに広がり。区全体の課題として取り
組みやすくなると思われる。
　さいごに、区センターが区センターとして機能していくために、多くの関係
機関や事業所の方々に協力していただき、支えていただいているからこそ、な
りたっていると思っている。本当にありがたいと感謝している。
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